




要約:国立小児病院では、昭和58 年に最初の症例を在宅管理に移して以来現在外泊中の者

も含めて 4症例で在宅人工呼吸を実施し、患児の精神発達上大きな成果を挙げている。人

工呼吸器の必要な慢性呼吸不全患者の在宅ケアは、末だ社会的には充分認識されていない

が、特に成長発達途上にある小児に於ては極めて意義のある治療法である。今後適応症例

の増加が予想され、院内外の体制作り、健康保険の適用、在宅用機器の開発等の課題に取

り組むべきである。


